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００１ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 １

００２ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

００３ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

００４ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

００５ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

１１１ 5 5 5

２１２ 2 2 2

１１３ 5 5 5 5 5 5 5 5 5

２１４ 2 2 2 2 2 2 2 2

２１５ 2

２１６ 2

１２０ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

２２１ 2 2

２２２ 2 2 2 2 2 2

２２３ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

１２７ 5

２２８ 2

１２９ 5

２３０ 2

１３１ 5

２３２ 2

１３３ 5

２３４ 2

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

１３７ 5 5 5 5 5 5

２３８ 2 2 2 2 2

２３９ 2

１４１ 5 5 5 5 5 5 5

１４２ 5 5 5 5 5 5 5 5

１４３ 5 5

１４４ 5 5

１４５ 5

１４６ 5 5

１４７ 5 5

１４８ 5 5 5

１４９ 5 5 5

１５０ 5

１５１ 5 5 5

１５２ 5

１５３ 5 5

１５４ 5 5 5

１５５ 2

２５６ 1

電気事業法 ２５８ 1

電気通信事業法 ２５９ 1

水　道　法 ２６５ 1

１６８ 2

１６９ 2

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

業種別技術職員コード表　１／３

コード
資格区分

　　　　　　　　　　　　　　　　【必要な実務経験年数】

建設業の種類

建
設
業
法
（
技
術
検
定
）

１級建設機械施工技士

２級建設機械施工技士　（第１種～第６種）

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士
種
別

土 木

鋼構造物塗装

薬 液 注 入

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

１級電気通信工事施工管理技士

法第７条第２号　イ　該当（指定学科卒業＋実務経験）

法第１５条第２号　ハ　該当（同号イと同等以上）

法第１５条第２号　ハ　該当（同号ロと同等以上）

１級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士

給水装置工事主任技術者 【１年】

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水質管理」）

電気工事士法
第１種電気工事士

第２種電気工事士

法第７条第２号　ロ　該当（１０年の実務経験）

監理技術者補佐（主任技術者資格を有し、同工種の１級技士補等）

建
築
士

法

１級建築士

２級建築士

木造建築士

２級電気通信工事施工管理技士

１級建築施工管理技士

２級建築施工管理技士
種
別

建 築

躯 体

仕 上 げ

１級電気工事施工管理技士

２級電気工事施工管理技士

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 （上下水道 「上水道及び工業用水道」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「廃棄物管理」）

【３年】

消　防　法
甲種 消防設備士

乙種 消防設備士

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）

技
術
士
法

建設 ・ 総合技術監理（建設）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機械 「流体工学」又は「熱工学」）

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

電気主任技術者　（第１種～第３種） 【５年】

電気通信主任技術者 【５年】
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１７１ 2

２７１ 1

１６４ 2 2

２６４ 1 1

１７２ 2

２７２ 1

１５７ 2 2

２５７ 1 1

１７３ 2

２７３ 1

１６６ 2

２６６ 1

１７４ 2

２７４ 1

１７５ 2

２７５ 1

１７６ 2

２７６ 1

１７０ 2 2 2

２７０ 1 1 1

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

１７７ 2

２７７ 1

１７８ 2

２７８ 1

１７９ 2 2

２７９ 1 1

１８０ 2

２８０ 1

１８１ 2

２８１ 1

１８２ 2

２８２ 1

１８３ 2

２８３ 1

１８４ 2 2

２８４ 1 1

１８５ 2

２８５ 1

１８６ 2

２８６ 1

１８７ 2

２８７ 1

１８８ 2

２８８ 1

１８９

２８９

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

ガラス施工（１級）

ガラス施工（２級）

塗装・木工塗装・木工塗装工・建築塗装・建築塗装工（１級）

塗装・木工塗装・木工塗装工・建築塗装・建築塗装工（２級）

（１級）使用しない

板金・板金工・打出し板金（２級）

かわらぶき・スレート施工（１級）

かわらぶき・スレート施工（２級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（１級）（注３）

鉄筋組立て・鉄筋施工（２級）（注３）

工場板金（１級）

工場板金（２級）

板金・建築板金・板金工（１級）（注４）

（２級）使用しない

鉄工（注２）・製罐
せいかん

（１級）

鉄工（注２）・製罐
せいかん

（２級）

タイル張り・タイル張り工（１級）

タイル張り・タイル張り工（２級）

築炉・築炉工・ れんが積み（１級）

築炉・築炉工・ れんが積み（２級）

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（１級）

板金・建築板金・板金工（２級）（注４）

板金・板金工・打出し板金（１級）

給排水衛生設備配管（２級）

配管（注１）・配管工（１級）

配管（注１）・配管工（２級）

建築板金「ダクト板金作業」（１級）

建築板金「ダクト板金作業」（２級）

職
業
能
力
開
発
促
進
法

建築大工（１級）

建築大工（２級）

型枠施工（１級）

型枠施工（２級）

左官（１級）

左官（２級）

とび・とび工（１級）

とび・とび工（２級）

コンクリート圧送施工（１級）

コンクリート圧送施工（２級）

ウェルポイント施工（１級）

ウェルポイント施工（２級）

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管（１級）

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管（２級）

給排水衛生設備配管（１級）

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（２級）

石工・石材施工・石積み（１級）

石工・石材施工・石積み（２級）

業種別技術職員コード表　２／３

コード
資格区分

　　　　　　　　　　　　　　　　【必要な実務経験年数】

建設業の種類

※ 等級区
分が2級の
場合は、
合格後3年
以上の実
務経験を
要する。
ただし、
平成16年
4月1日時
点で合格
していた
者は実務
経験1年以
上。
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

１９０ 2

２９０ 1

１９１ 2

２９１ 1

１６７ 2

１９２ 2

２９２ 1

１９３ 2

２９３ 1

１９４ 2

２９４ 1

１９５ 2

２９５ 1

１９６ 2

２９６ 1

１９７ 2

２９７ 1

１９８ 2

２９８ 1

０６１ 1 1

０４０ 2 2

０６２ 1 1

０６３ 1 1

０６０ 2

０６４ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

７０３

７０４

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

レベル３技能者 2　※認定能力評価基準ごとに決められた業種（２業種以内）

３　※認定能力評価基準ごとに決められた業種（2業種以内）レベル４技能者

その他 ０９９
建設業法施行規則第７条の３の第１号、第２号（上記コード1１
１～2９８に該当するものを除く）及び第３号該当

1　※実務経験のある業種（注７）

地すべり防止工事 【１年】

基礎ぐい工事

建築設備士 【１年】

計装 【１年】

解体工事

基幹技能者（注６）

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工（２級）

造園（１級）

造園（２級）

防水施工（１級）

防水施工（２級）

コード
資格区分

　　　　　　　　　　　　　　　　【必要な実務経験年数】

建設業の種類

 
 
 
 

職
業
能
力
開
発
促
進
法

金属塗装・金属塗装工（１級）

金属塗装・金属塗装工（２級）

噴霧塗装（１級）

噴霧塗装（２級）

路面標示施工

畳製作 ・ 畳工（１級）

畳製作 ・ 畳工（２級）

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工 （１級）

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工 （２級）

熱絶縁施工（１級）

熱絶縁施工（２級）

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工（１級）

さく井（１級）

さく井（２級）

業種別技術職員コード表　３／３

（注１） 配管：職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和４８年政令第９８号。以下「昭和４８年改正政令」といいま
す。）による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。

（注２） 鉄工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「製造物鉄工
作業」とするものに限られます。

（注３） 鉄筋施工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」
及び「鉄筋組立て作業」とするものの双方に合格した者に限られます。

（注４） 板金・板金工：屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和４８年改正政令による改正後の板金又は板金工
とするものにあっては、選択科目を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合
にはこの様な選択科目の限定はありません。

（注５） 土木：昭和４８年改正政令による改正後の土木とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに
限られます。

（注６） 受講した登録基幹技能者講習によって、要件をみたす者と認められる建設業の種類は異なります。また、登録基幹
技能者講習修了証に「この者は、（建設業の種類）について、建設業法第２６条第１項の主任技術者の要件を満た
す者であると認められます。」との記載があることが必要です。

※ 等級区
分が2級
の場合は、
合格後3
年以上の
実務経験
を要する。
ただし、
平成16年
4月1日時
点で合格
していた
者は実務
経験1年
以上。
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１　下表の要件に該当し、実務経験の期間を緩和した場合。

★振替の条件（両方を満たす必要）

申請業種が８年を超える実務経験が必要

法第７条第２号　イ　該当（指定学科卒業＋実務経験）

《建設業の種類別指定学科》
○学校教育法による高等学校及び専修学校の専門課程（卒業後実務経験が５年必要）

屋根工事業

塗装工事業

解体工事業

電気工事業

電気通信工事業

管工事業

水道施設工事業

清掃施設工事業

建築工事業

大工工事業

ガラス工事業

内装仕上工事業

許可を受けようと
する建設業

左官工事業

とび・土工工事業

石工事業

○同法による大学・高等専門学校及び専修学校の専門課程(専門士又は高度専門士を称するもの)(卒業後実務経験が３年必要)

土木工学（農業土木，鉱山土木，森林土木，砂防，治山，緑地又は
造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。），都市工
学，衛生工学又は交通工学に関する学科

学科

建築学又は都市工学に関する学科

土木工学又は建築学に関する学科
タイル・れんが・
ブロック工事業

機械器具設置工事業

しゅんせつ工事業

土木工事業

電気工学又は電気通信工学に関する学科

土木工学，鉱山学，機械工学又は衛生工学に関する学科

建築学又は機械工学に関する学科

板金工事業

防水工事業

消防施設工事業

熱絶縁工事業

造園工事業

さく井工事業

とび・土工、しゅんせつ、
水道施設及び解体工事業

大工工事業

大工、屋根、内装仕上、ガ
ラス、防水、熱絶縁及び解
体工事業

解体工事業

建具工事業

土木工学又は建築学に関する学科

建築学，機械工学又は電気工学に関する学科

土木工学，建築学又は機械工学に関する学科

土木工学，建築学，都市工学又は林学に関する学科

土木工学，建築学，機械工学，都市工学又は衛生工学に関する学科

土木工学，建築学又は機械工学に関する学科

土木工学又は機械工学に関する学科

建築学又は機械工学に関する学科

鉄筋工事業

鋼構造物工事業

舗装工事業

とび・土工工事業

A

土木工事業

建築工事業

解体工事業

大工工事業
内装仕上工事業

申請業種の実務経験＋振替する業種の
実務経験が１２年以上

とび・土工工事業

内装仕上工事業

A欄の工事業とそれに
対応するＢ欄のうちの
いずれかひとつの工事
業の経験が併せて１２
年以上あり、そのうち
Ｂ欄の当該工事業の経
験が８年を超える場
合、Ｂ欄の当該工事業
の有実務経験者に認定
する

B 要件及び緩和措置

（注７）　建設業法第７条第２号のイまたはロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者を定める件
（昭和４７年３月８日建設省告示第３５２号）の第３号に該当するのは、下記の場合をいい、ここにあげた資格以外は
認められません。

2　専修学校（所定学科）卒業後５年以上の実務経験を有する場合、または専修学校（所定学科）卒で専門士または高
度専門士の称号を付与されてから３年以上の実務経験を有する場合

（注）法第７条第２号イ該当（指定の学科卒＋実務経験有）の技術者については，卒業証明書,称号授与書（写し）を
提示のうえ実務経験証明書（５年又は３年）を提出してください。

-68-



認定能力評価基準の導入について

　確認資料として、能力評価（レベル判定）結果通知書を郵送又は電子メールまたは電子申請システムへファイルを添付してください。

【参考】＜能力評価（レベル判定）結果通知書＞

土工技能者能力評価基準

とび・土工

防水

評価基準名
電気工事技能者能力評価基準

橋梁技能者能力評価基準

造園技能者能力評価基準

消防施設

大工

ガラス

タイル・れんが・ブロツク

とび・土工

内装仕上

建具

とび・土工、石、タイル・れんが・ブロツク

屋根、板金

左官、塗装、防水

管

熱絶縁

とび・土工

とび・土工

切断穿孔技能者能力評価基準

内装仕上技能者能力評価基準

サッシ・カーテンウォール技能者能力評価基準

エクステリア技能者能力評価基準

冷凍空調技能者能力評価基準

運動施設技能者能力評価基準

基礎ぐい工事技能者能力評価基準

タイル張り技能者能力評価基準

道路標識・路面標示技能者能力評価基準

消防施設技能者能力評価基準

建築大工技能者能力評価基準

硝子工事技能者能力評価基準

ＡＬＣ技能者能力評価基準

建築板金技能者能力評価基準

外壁仕上技能者能力評価基準

ダクト技能者能力評価基準

保温保冷技能者能力評価基準

グラウト技能者能力評価基準

管

とび・土工、造園、舗装、土木

とび・土工

タイル・れんが・ブロツク

とび・土工、塗装

大工

コンクリート圧送技能者能力評価基準

防水施工技能者能力評価基準

トンネル技能者能力評価基準

管

とび・土工

建設塗装技能者能力評価基準

とび・土工、土木

しゆんせつ、土木

とび・土工、鉄筋、土木

鉄筋

鉄筋

左官技能者能力評価基準

機械土工技能者能力評価基準

海上起重技能者能力評価基準

ＰＣ技能者能力評価基準

鉄筋技能者能力評価基準

圧接技能者能力評価基準

型枠技能者能力評価基準

配管技能者能力評価基準

とび技能者能力評価基準

とび・土工、土木

塗装

左官

電気、電気通信
建設業の種類

とび・土工、鋼構造物

造園

算出におけるレベル４技能者又はレベル３技能者の技能の区分の取扱いについては、次の表の左に掲げる認定能力評価基準ごとに、
それぞれ同表の右に掲げる建設業の種類のいずれかに計上します。

　令和２年４月１日から、建設キャリアアップシステムの運用により、建設技能者がレベル１～４に判定されることから、「登録基
幹技能者」と同等のレベルと評価されるレベル４の建設技能者には３点、「技能士１級」と同等と評価されるレベル３の建設技能者
には２点が付与されます。
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《実務経験要件の緩和について》 

実務経験要件の緩和とは、実務経験による資格取得として通常１０年の経験を要するところ、技術的に共通性

がある業種からの実務経験年数の振り替えを認め、実質的に実務経験年数が短縮されることです。 

１ 実務経験の振り替えが可能な業種 

（１） 一式工事から専門工事への実務経験振り替え 

経験年数を振替 

する業種 

 
申 請 業 種 

土木一式  とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設、解体 

建築一式  大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁、解体 

※矢印の方向にのみ振り替え可。右枠内の業種間での振り替えは不可 

（２） 専門工事間での実務経験振り替え 

大 工  内装仕上 

と び ・ 大 工  解 体 

※双方向で振り替え可 

２ 実務経験年数振り替えの条件（両方を満たすこと） 

申請業種→８年を超える実務経験が必要 

申請業種の実務経験＋振り替えする業種の実務経験＝１２年以上 

３ 実務経験要件の緩和の効果 

（例1） 一式工事から専門工事への実務経験振替の場合→最大２年の期間短縮 

土木一式で 10 年の実務経験、とび・土工で 8 年の実務経験（計１８年） 

    →土木一式の実務経験４年をとび・土工工事に振り替えすることで要件緩和成立 

【とび・土工８年】     【４年】 

                       土木一式の４年をとび・土工に振替 

【土木一式１０年】 

《土木一式工事（コード００２）、とび・コンクリート工事（コード０９９）》 

（例２）専門工事間での実務経験振替の場合→最大４年の期間短縮 

    大工工事で８年の実務経験、内装仕上工事で８年の実務経験（計１６年） 

   →双方の実務経験４年を双方に振り替えすることで要件緩和成立 

【大工８年】    【４年】 

双方向へ振替 

４年 

【内装８年】 

《大工工事（コード０９９）、内装仕上工事（コード０９９）》 

１２年 

１２年 
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別表(五)　(主として外国の資格取得者で国土交通大臣が認定した方)

コード 資格区分

502 建築工事業　　　　　　　　　　　〃

503 大工工事業　　　　　　　　　　　〃

302 建築工事業　　　　　　　　　　　〃 504 左官工事業　　　　　　　　　　　〃

303 大工工事業　　　　　　　　　　　〃 505 とび・土工工事業　　　　　　　　〃

304 左官工事業　　　　　　　　　　　〃 506 石工事業　　　　　　　　　　　　〃

305 とび・土工工事業　　　　　　　　〃 507 屋根工事業　　　　　　　　　　　〃

306 石工事業　　　　　　　　　　　　〃 508 電気工事業　　　　　　　　　　　〃

307 屋根工事業　　　　　　　　　　　〃 509 管工事業　　　　　　　　　　　　〃

308 電気工事業　　　　　　　　　　　〃 510 タイル・れんが・ブロック工事業　〃

309 管工事業　　　　　　　　　　　　〃 511 鋼構造物工事業　　　　　　　　　〃

310 タイル・れんが・ブロック工事業　〃 512 鉄筋工事業　　　　　　　　　　　〃

311 鋼構造物工事業　　　　　　　　　〃 513 舗装工事業　　　　　　　　　　　〃

312 鉄筋工事業　　　　　　　　　　　〃 514 しゅんせつ工事業　　　　　　　　〃

313 舗装工事業　　　　　　　　　　　〃 515 板金工事業　　　　　　　　　　　〃

314 しゅんせつ工事業　　　　　　　　〃 516 ガラス工事業　　　　　　　　　　〃

315 板金工事業　　　　　　　　　　　〃 517 塗装工事業　　　　　　　　　　　〃

316 ガラス工事業　　　　　　　　　　〃 518 防水工事業　　　　　　　　　　　〃

317 塗装工事業　　　　　　　　　　　〃 519 内装仕上工事業　　　　　　　　　〃

318 防水工事業　　　　　　　　　　　〃 520 機械器具設置工事業　　　　　　　〃

319 内装仕上工事業　　　　　　　　　〃 521 熱絶縁工事業　　　　　　　　　　〃

320 機械器具設置工事業　　　　　　　〃 522 電気通信工事業　　　　　　　　　〃

321 熱絶縁工事業　　　　　　　　　　〃 523 造園工事業　　　　　　　　　　　〃

322 電気通信工事業　　　　　　　　　〃 524 さく井工事業　　　　　　　　　　〃

323 造園工事業　　　　　　　　　　　〃 525 建具工事業　　　　　　　　　　　〃

324 さく井工事業　　　　　　　　　　〃 526 水道施設工事業　　　　　　　　　〃

325 建具工事業　　　　　　　　　　　〃 527 消防施設工事業　　　　　　　　　〃

326 水道施設工事業　　　　　　　　　〃 528 清掃施設工事業　　　　　　　　　〃

327 消防施設工事業　　　　　　　　　〃 登録保温保冷基幹技能者、登録ウレタン断熱基幹技能者529 解体工事業　　　　　　　　　　　〃

328 清掃施設工事業　　　　　　　　　〃

329 解体工事業　　　　　　　　　　　〃

402 建築工事業　　　　　　　　　　　〃

403 大工工事業　　　　　　　　　　　〃

404 左官工事業　　　　　　　　　　　〃

405 とび・土工工事業　　　　　　　　〃

406 石工事業　　　　　　　　　　　　〃

407 屋根工事業　　　　　　　　　　　〃

408 電気工事業　　　　　　　　　　　〃

409 管工事業　　　　　　　　　　　　〃

410 タイル・れんが・ブロック工事業　〃

411 鋼構造物工事業　　　　　　　　　〃

412 鉄筋工事業　　　　　　　　　　　〃

413 舗装工事業　　　　　　　　　　　〃

414 しゅんせつ工事業　　　　　　　　〃

415 板金工事業　　　　　　　　　　　〃

416 ガラス工事業　　　　　　　　　　〃

417 塗装工事業　　　　　　　　　　　〃

418 防水工事業　　　　　　　　　　　〃

419 内装仕上工事業　　　　　　　　　〃

420 機械器具設置工事業　　　　　　　〃

421 熱絶縁工事業　　　　　　　　　　〃

422 電気通信工事業　　　　　　　　　〃

423 造園工事業　　　　　　　　　　　〃

424 さく井工事業　　　　　　　　　　〃

425 建具工事業　　　　　　　　　　　〃

426 水道施設工事業　　　　　　　　　〃

427 消防施設工事業　　　　　　　　　〃

428 清掃施設工事業　　　　　　　　　〃

429 解体工事業　　　　　　　　　　　〃

土木工事業について2級技術者と同等以上の潜在的能力
　　　　　があると国土交通大臣が認定した者に該当

401

501

601
登録基幹技能者講習を修了した者と同等以上の潜在的能力があ
ると国土交通大臣が認定した者に該当

土木工事業についてその他の技術者と同等以上の潜在的能力
　　　　　があると国土交通大臣が認定した者に該当

土木工事業について1級技術者と同等以上の潜在的能力
　　　　　があると国土交通大臣が認定した者に該当

301

１級技術者…

２級技術者…

その他の技術者…

登録基幹技能者講習を修了した者…

法第15条第2号イに該当する者　(5点)

法第27条第1項の技術検定その他の法令の規定によ
る試験で当該試験に合格することによって直ちに
法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格
した者、又は他の法令の規定による免許若しくは
免状の交付(以下｢免許等｣という。)で当該免許を
受けることによって直ちに同号ハに該当すること
となるものを受けた者であって1級技術者及び登録
基幹技能者講習を修了した者以外の者 (2点)

法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条
第2号ハに該当する者で1級技術者、登録基幹
技能者講習を修了した者及び2級技術者以外の
者（1点）

建設業法施行規則18条の３
第２項第２号の登録を受け
た講習を終了した者で１級
技術者以外の者 (3点)
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（参考）

　登録基幹技能者について

登録基幹技能者講習の種目

登録型枠基幹技能者、登録建築大工基幹技能者

登録左官基幹技能者、登録外壁仕上基幹技能者

登録橋梁基幹技能者、登録コンクリート圧送基幹技能者、

登録トンネル基幹技能者、登録機械土工基幹技能者、

登録ＰＣ基幹技能者、登録鳶・土工基幹技能者、

登録切断穿孔基幹技能者、登録エクステリア基幹技能者、

登録グラウト基幹技能者、登録運動施設基幹技能者、

登録基礎工基幹技能者、登録標識・路面標示基幹技能者、

登録土工基幹技能者

登録発破・破砕基幹技能者、登録圧入工基幹技能者

登録エクステリア基幹技能者

登録建築板金基幹技能者

登録電気工事基幹技能者

登録配管基幹技能者、登録ダクト基幹技能者、

登録冷凍空調基幹技能者

登録エクステリア基幹技能者、登録タイル張り基幹技能者、

登録ＡＬＣ基幹技能者

登録橋梁基幹技能者

登録ＰＣ基幹技能者、登録鉄筋基幹技能者、登録圧接基幹技能者

登録運動施設基幹技能者

登録海上起重基幹技能者

登録建築板金基幹技能者

登録硝子工事基幹技能者

登録建設塗装基幹技能者、登録外壁仕上基幹技能者、

登録標識・路面標示基幹技能者

登録防水基幹技能者、登録外壁仕上基幹技能者

登録内装仕上工事基幹技能者

登録保温保冷基幹技能者、登録ウレタン断熱基幹技能者

登録電気工事基幹技能者

登録造園基幹技能者、登録運動施設基幹技能者

登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

登録消火設備基幹技能者

※１

※２

電気通信工事業

造園工事業

建具工事業

消防施設工事業

　表の右欄の講習について、それぞれ左欄の建設業の建設工事に関し10年以上の実務経験を有すること
が受講資格の一つであり、かつ、当該受講資格を満たした状態で受講された方が対象です。（※1,※2）

板金工事業

ガラス工事業

塗装工事業

防水工事業

内装仕上工事業

熱絶縁工事業

 右欄の講習について、それぞれ左欄の建設業以外の建設業（左欄にあるものに限ります。）に関し10
年以上の実務経験を有することが受講資格の一つであるものを修了された方は、加点対象とする建
設業の建設工事に関し10年以上の実務経験を有するに至った時点で、この規定の対象者となりま
す。

許可を受けようとする建設業の種類

大工工事業

左官工事業

とび・土工工事業

石工事業

屋根工事業

電気工事業

管工事業

タイル・れんが・ブロツク工事業

 右欄の講習について、左欄の建設業の建設工事に関し10年以上の実務経験を有することが受講資
格の一つでないものを平成30年３月31日以前に修了されている方は、当該実務経験を10年以上有す
るに至った時点で、この規定の対象者となります。

鋼構造物工事業

鉄筋工事業

舗装工事業

しゆんせつ工事業
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様式第九号（第三条関係）

（例）

鳥取県知事許可第0000号

造園工事業、平成2年5月13日許可 鳥取市東町１－２２０

株式会社鳥取組

代表取締役　鳥取　太郎 印

社員

記載要領

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成すること。

　２　「職名」の欄は、被証明者が所属していた部課名等を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した主な工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

〃 　H25年　　4月から　H26年　3月まで

原田邸造園工事

入札公園設備工事

〃 　H17年　　2月から　H18年　1月まで

〃

〃

　H18年　　2月から　H19年　1月まで

　H19年　　2月から　H20年　1月まで

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

職 名

工事主任

実　 務　 経　 験　 年　 数

　県土　保

実 務 経 験 の 内 容

森田邸造園工事　他

昭和40年1月1日
使用された
期 間

　平成4年　　4月から

〃

〃

石田邸造園工事　他

〃

　H20年　　2月から　H21年　1月まで

　H21年　　2月から　H22年　1月まで

県土公園植栽工事　他

総務ビル屋上緑化工事　他

〃

工事係長

〃

　H23年　　5月から　H23年 11月まで

　H23年　12月から 　H24年　1月まで

建設業公園設備工事

山田邸造園工事

　H24年 　10月から　H24年 12月まで

藤田ビル外構植栽工事

谷田邸造園工事

　H24年　　2月から　H24年　6月まで技術公園景石工事

合計　　　満　　　10年　　　2月

　H25年　　1月から　H25年　4月まで

　H24年　　6月から　H24年　9月まで

（用紙Ａ４）

記

実　　務　　経　　験　　証　　明　　書

下記の者は、造園　工事に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

平成 　○○年　　○月　　○日

被証明者との関係

 平成26年　　3月まで

　H16年　　2月から　H17年　1月まで

株式会社鳥取組

生年月日

　H22年　　2月から　H23年　1月まで

　H23年　　2月から　H23年　5月まで

向田邸造園工事　他

鳥取ビル外構植栽工事

使用者の証明を得ることが
できない場合はその理由

〃

〃

〃

証 明 者

中田邸造園工事　他

堀田邸造園工事　他

〃

技 術 者 の 氏 名

使用者と証明者が異なる場合の理由を記入する。

（例）平成○年○月 会社解散のため

平成○年○月 事業主死亡のため 等

証明者は被証明者である法人の
代表者又は個人の事業主とする。
※正当な理由により、この方法に
よることができない場合は、当該
事実を証明できる他の者（当時の
取締役、上司）の証明を得ること。
それも困難な場合及び本人が個
人の事業主である場合は、本人
の証明を認める（証明すべき者と
の関係が疎遠である等の理由は
認めない）。

証明者が申請者以
外の建設業者である
場合、許可番号、許
可業種、許可年月日
を記入する。

実務経験を得た当時の商号又は名称を記入。個人

の場合は個人名（ただし、屋号を登記している場合

は屋号）を記入する。

証明者の立場からみた被証明者との関係を記

入する。

実際に雇用

されていた

期間を記入

する。

実務経験
年数は重
複しないこ
と（合計年
数に重複
計上しな
い。）。

実務経験証明書の取扱いについて

平成２６年６月から、証明者が建設業許可を有している（いた）場合を除き、実務経験証

明書の内容を確認する書類として、工事内容が分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、

請求書等の写し（直近３年間について各１年につき１件の計３件）を添付していただくこと

とします。確認書類が添付できない場合は、原則として実務経験を認めません。

【記載例】

１０年の実務経験の場合、

古いものから7年間は、１年
ごとにまとめて記載できる。

直近３年間の工事について
は、１カ月ごと（工期が１カ月
を超える場合は１工事ごと）
に記載する。

この場合、H23、H24、H25の
各年度から任意の３工事に

ついて、契約書等の写しの添

付が必要となる。
会社が解散して書類がない
場合でも取引先、発注者から
写しをもらうこと。
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様式第３号

（用紙Ａ４）

　地方整備局長

北海道開発局長

　鳥取県　知事　　殿

通番

1

記載要領

　１　「地方整備局長

　　　北海道開発局長　　については、不要のものを消すこと。

　　　　　　　　知事」

　２　規則別記様式第２５号の１１・別紙２の技術職員名簿に記載した者のうち、

　　審査基準日において継続雇用制度の適用を受けている者（６５歳以下の者に

　　限る。）について記載すること。

　３　通番、氏名及び生年月日は、規則別記様式第２５号の１１・別記２の記載

　　と統一すること。

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　

氏名 生年月日

倉吉　重信 S35.1.1

住所

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿

　建設業法施行規則別記様式第２５号の１１・別紙２の技術職員名簿に記載した社のうち、

下表に掲げる者については、審査基準日において継続雇用制度の適用を受けていることを

証明します。

令和４年　８月　７日

記 入 例

「鳥取県知事」を記入。

不要のものを消すこと。

技術職員名簿（20005帳票）の

通番を記入。

技術職員名簿（20005帳票）に記載した者のうち、審査基準日時点に

おいて高齢者雇用安定法に定める高齢者である６０歳以上６５歳以

下の職員について、継続雇用制度の対象者となっている者を抽出し

て記入。

社内の定年が６５歳である等諸事情は考慮しなくてよい。
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様式第４号

職　　　　員　　　　調　　　　書 Ｎｏ． 1

（ ）

（ ）

（ 210 ） 276

（ ） (01)

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

6 人

注意事項
　１　建設業法第７条第２号イ、ロ又はハに該当する技術職員（法人にあっては常勤役員、個人にあっては代表者であるものを含む。）のうち、直前審査の審査基準日に在籍するものを記載
     すること。
       なお、常勤役員又は代表者が技術者を兼務している場合には、備考欄に「役員」又は「代表者」と記載すること。
　２　「月給・日給別」の欄の（　　　　　　）内には、日給者について年間実労働日数を記載すること。
　３　「法令による免許等」の欄には、直前審査の審査基準日における経営事項審査に申請した有資格区分コードを記載すること。この場合、等級の区分（１級・２級、１種・２種等）に
　　ついては、関係工種において同じ資格を有する場合は上位のものを記載し、下位となる資格は記載しないこと。
　４　審査基準日（直前の決算日）に在職する技術者について記載すること。
　５　平成１６年４月以降に２級の技能検定に合格した者が、建設業法上の主任技術者となるためには、３年以上の実務経験が必要であり、実務経験が３年に満たない物は記載しないこと。

【記載例】

計

10

9

8

7

○ ○ ○
雇用期間６ヶ月
以下鳥取　太郎 ○○市△△町・・・ R・・・・・

113
6

月
トットリ　　タロウ

S・・・・・

○ ○ ○大山　史郎 ○◇市◇△町・・・ H・・・・・
214

5
月

オオヤマ　　シロウ

S・・・・・

○ ○ ○米子　花子 ○◇市◇△町・・・ H・・・・・
002

4
月

ヨナゴ　　ハナコ

S・・・・・

196
○ 70歳以上65歳以上倉吉　三郎 ○○市△△町・・・ H・・・・・

112 113 230 133
3

日
クラヨシ　　サブロウ

S・・・・・

同居家族 ○ ○ 取締役郡家　次郎 □□郡△○町・・・ S・・・・・
113 120

○ ○ 代表取締役境　港市郎
113

2
月

コオゲ　　ジロウ

S・・・・・

1
月

サカイ　コウイチロウ

S・・・・・

法令による免許等
（有資格区分コード）

雇用保険
の有無

雇用主

備考氏 名

○○市△△町・・・ S・・・・・

厚生年金保
険の有無

健康保険
の有無

現住所
採用年月

日

技 術 職 員

番号
月給・日
給の別

フ　リ　ガ　ナ
生年月日

実務経験等（001～004,005,099）を記入する場合

は、必ず下に、（ ）書きで実務経験業種コードを

記入すること。 採用の日から審査基準日まで
の期間が６ヶ月以下の場合はそ
の旨を備考欄に記載すること。

役員の場合、記入すること。

加入資格がない場合の理由
を記入すること。
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様式第５号

職　　　　員　　　　調　　　　書 Ｎｏ． 1

雇 用 保 険 厚 生 年 金 健 康 保 険

の 有 無 保険の有無 の 有 無

月

（ ）

月

（ ）

月

（ ）

日

（ 205 ）

月

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

5 人

注意事項
　１　様式第4号に記載した技術職員以外の職員のうち、希望工種の審査基準日に在籍するものを記載すること。
　２　「月給・日給別」の欄の（　　　　　　）内には、日給者について年間実労働日数を記載すること。
　３　「常勤・非常勤別」の欄には、役員については常勤・非常勤の別を記載すること。
　４　役員については、備考欄に「役員」又は「代表者」と記載すること。
　５　審査基準日（直前の決算日）に在職し、建設業に従事する者について記載すること。
　６　様式４号に記載しなかった常勤の職員すべてについて記載すること。

【記載例】

計

10

9

8

7

○ ○ ○ 常勤 ２級建設業経理事務士

6

○ ○ ○ 常勤 １級建設業経理事務士

5 琴浦　一 S・・・・・・ ○○市◇◇町・・・ R・・・・・・

○ ○ ○ 常勤

4 山口　玲 S・・・・・・ ○○市○△町・・・ H・・・・・・

○ ○ 常勤 取締役

3 広島　健一 S・・・・・・ □□郡△○町・・・ H・・・・・・

非常勤 取締役

2 岡山　浩二 S・・・・・・ ○○市△△町・・・ S・・・・・・

現 住 所 採用年月日
常勤・非
常勤の別

備 考
給 の 別

1 根雨　静子 S・・・・・・ ○○市△△町・・・ S・・・・・・

その他の職員

番号
月給・日

氏 名 生 年 月 日

役員の場合、記入すること。

建設業経理事務士の場合、記入すること。

建設業にかかわる職員を記載すること。

-76-



様式第２号 （用紙Ａ４）

　私は、建設業法施行規則第１８条の３第３項第２号の規定に基づく確認を行うため、

　　　　　　　　　　　　の令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日までの

第　　　　期事業年度における計算書類、すなわち貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書及び注記表について、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準その他の企業会計の慣行をしん酌され作成されらものであること及び別添の会計処理

に関する確認項目の対象に係る内容について適正に処理されていることを確認しました。

以上

経理処理の適正を確認した旨の書類

商号または名称
所属・役職

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

監査の受審状況における経理処理の適正を確

認した書類として使用する。

建設業者の商号又は名称、確認の対象と

なる決算期の期間と期を記入。

自社の常勤職員のうち、以下の資格を持つ者が記入し、その者が印を付す。

①公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者

②１級登録経理試験に合格した年度の翌年度開始日から５年経過していない者

③１級登録経理講習を受講した年度の翌年度開始日から５年経過していない者

様式第２号を提出する場合は、インターネットで同時にダウン

ロードされる「別添」も添付すること。
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会計参与報告書の文例 

令和×年×月×日 

会計参与報告 

 

○○株式会社会計参与○○○○ 印 

 

１  私と○○株式会社は、会計参与の職務の実施に関して下記の合意をした。 

（１）会社は私に対し、計算書類及びその附属明細書（以下「計算関係書類」という。）作成のための情報 

を適時に提供し、私は会社の業務、現況十分理解して取締役と共同して計算関係書類を作成すること 

（２）会社は申述書を私に提出すること 

（３）私が業務上知り得た会社及びその関係者の秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこと。 

（４）計算関係書類及び会計参与報告の閲覧・交付の請求に当たっては、株主及び債権者に対し、あらかじ 

め会社に閲覧・交付の請求をすることが必要である旨を明らかにする適切な方法を会社が講ずること 

 

２ 私が○○株式会社の経理担当の取締役の○○○○氏と共同して作成した書類 

○○株式会社の令和×年×月×日から令和×年×月×日までの第×期事業年度の計算関係書類。 

 

３ 計算関係書類の作成のための基本となる事項 

（１）試算の評価基準及び評価方法 

（２）固定資産の減価償却の方法 

（３）引当金の計上基準 

（４）収益及び費用の計上基準 

（５）その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項 

 

４ 計算関係書類の作成のために用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び 

方法は次のとおりである。 

総勘定元帳、各種補助簿、棚卸表等 

総勘定元帳等は取締役の責任で作成し、私は「会計参与の行動指針」に従って取締役と共同して計算関係 

書類を作成した。 

 

５ 計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果 

不良資産、陳腐化棚卸資産についての報告を聴取した結果、これらについては適切な処理が行われてお 

り、また簿外債務はない旨の回答を得た。また調査を実施すべき事態は生じなかった。 

 

６ 私が計算関係書類の作成に際して取締役○○○○氏及びその補助者である経理部門担当者と協議した主な

事項は次のとおりである。 

研究開発費の会計処理 

有価証券の時価評価の方法 

以上 
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監査証明の例 

独立監査人の監査報告書 

令和×年×月×日  

○○株式会社取締役会御中 

○○ 監査法人          

公認会計士 ○○○○  印  

当監査法人は、会社法第４３６号第２項第１号（金融商品取引法第１９３条の２）の規定に基づく監査証明

を行うため、○○株式会社の令和×年×月×日から令和×年×月×日までの第×期事業年度の計算書類、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を

行った。この計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属

明細書に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は当該監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によ

って行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでい

る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 

①無限定適正意見の文例 

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業 

会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要 

な点において適正に表示しているものと認める。 

 

②限定付適正意見の文例 

会社は、・・・・について、・・・・の計上を行っていない。我が国において一般に公正妥当と認められ 

る企業会計の基準に従えば・・・・・・を計上する必要がある。この結果、営業利益、経常利益及び税引前 

当期純利益はそれぞれ○○百万円過大に、当期純利益は○○百万円過大に表示されている。 

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、上記の除外事項を除き、我が国において一般に公 

正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損 

益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

③不適正意見の文例 

会社は、・・・・について、・・・・の計上を行っていない。我が国において一般に公正妥当と認められ 

る企業会計の基準に従えば・・・・を計上する必要がある。この結果、営業利益、経常利益及び税引前当期 

純利益はそれぞれ○○百万円過大に、当期純利益は○○百万円過大に表示されている。 

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、上記の除外事項が計算書類及び附属明細書に与え 

る影響の重要性にかんがみ、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該 

計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況を適正に表示していないものと認める。 

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以上 
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様式第6号

（用紙A４）

　地方整備局長

北海道開発局長

　　　　　知事 殿

住所

商号又は氏名

代表者氏名

申請区分 （１．全ての建設工事、２．全ての公共工事）

情報共有に関する同意書

及び

件　　　数

件

件

件

件

　令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日までの期間に発注者から直接請け

負った建設工事について、以下のとおり、建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するた

めに必要な措置を実施していることを誓約します。

　また、建設業法第２７条の２６第１項に定める国土交通大臣又は都道府県知事及び一般

財団法人建設業振興基金との間において、上記の内容を確認する目的での情報共有を行う

ことに同意します。

建設キャリアアップシステム事業者ID

措置未実施工事
軽微な工事

災害応急対策

　　年　　月　　日 

合　　　計

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書

科　　　目

措置実施工事

記載例
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記載要領

　１　「　  地方整備局長

　　　　　北海道開発局長　については、不要のものを消すこと。

　　　　　　　　　　知事」

　２　「申請区分」の欄については、カラム内に該当する数字を記入すること。

　３　表には、許可に係る建設工事の種類に関わらず、審査基準日以前１年のうちに発注者から直接請

　　　け負った建設工事のうち、「申請区分」の欄に記入した区分が「１」の場合は日本国内における

　　　全ての建設工事について、「２」の場合は日本国内における全ての公共工事について記載するこ

　　　と。

　　　 なお、表中に記載する内容が該当しない場合には、「０」を記載又は空欄とすること。

　４　「措置実施工事」とは、告示第一の四の１の(十)に掲げる建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積

　　　する為に必要な措置を実施した建設工事又は公共工事をいう。

　　　なお、当該措置を実施した建設工事においては、以下に掲げる軽微な工事及び災害応急工事等に

　　　ついても、当該項目に含むものとする。

　５　「軽微な工事」とは、建設業法施行令第一条の二第一項に掲げる建設工事をいう。

　６　「災害応急対策」とは、防災協定に基づき行う災害応急対策若しくは既に締結されている建設工

　　　事の請負契約において当該請負契約の発注者の指示に基づき行う災害応急対策をいう。

１ 審査基準日が令和５年８月１４日以降の申請にて適用されます。

２ 国内で請け負った工事について、件数を記入します。

海外での工事及び下請け工事は対象となりません。

３ 申請区分は」項番５４に記載した内容と同じ番号に〇をつけます。

４ 措置対象外工事となる工事（「軽微な工事」「災害応急対策」）でも当

該措置を実施した場合は「措置対象工事」に件数を計上してください。

５ 「軽微な工事」「災害応急対策」式の概要は記載要領５、６参照。
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